(第８条関係)

	　　
令和　　年　　月　　日
　
　東広島市長　様
所　 在　 地　　　　　　　　　　　　　

商号又は名称　　　　　　　　　　　　　

代表者職氏名　　　　　　　　　　　　㊞　　　
見積金額の積算内訳書
　
見積物件の工事名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
工事場所　　　東広島市　　　　　　　　　　　　　　　　　　
見積金額（税抜き）　￥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


	費目・工種・種別

細別・施工名称など
	数量
	単位
	単価
	金　　額
	摘　要


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	工事価格
	
	
	
	
	


（直接工事費のうち、材料費　　　円）

（直接工事費のうち、労務費　　　円）

（工事原価のうち、法定福利費（建設工事に従事する者の健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、子ども・子育て拠出金、雇用保険料及び労働者災害補償保険料の事業主負担額）　　　円）

（工事原価のうち、安全衛生経費（建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律第10条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費）　　　円）

（現場管理費のうち、建設業退職金共済契約（中小企業退職金共済法第2条第5項に規定する特定業種退職金共済契約のうち、建設業に係るものをいう。）に係る掛金　　　円）

注１　費目、工種及び種別（種目、科目及び中科目）は、設計書、仕様書、図面等に基づいて記載すること。また、市長から求めがあった場合は、当該求めに係る積算書類を提出すること。

２　工事価格と見積金額を一致させること。
３　工事価格は、消費税及び地方消費税に相当する額を含まない額とすること。

４　予定価格の事前通知を行っている場合見積時に積算内訳書の提出がない場合は、当該見積に参加することができない。
５　建設業退職金共済制度の掛金納付の対象となる労働者がいない場合は、金額の欄に「－」と記載すること。
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